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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記の部材を備えたことを特徴とする引出及び収納自在の多用途ケース。
（ａ）上段ケースと、
（ｂ）前記上段ケースの下部内側で結合する中段ケースと、
（ｃ）前記中段ケースの下部外側で結合し、上下移動が可能なように設けた下段ケースと
、
（ｃ）先端に芯部材を配し、前記上段ケースの内部に収納設置され、上下に移動して引出
及び収納ができるように設けた芯部ロッドと、
（ｄ）前記下段ケースの下部で結合し上部両側に嵌合溝を形成したキャップと、（ｅ）前
記キャップと下部外側で一方向のネジ結合をして前記キャップの直線運動を回転運動に変
換させ、前記芯部ロッドと上端部内周面で反対方向にネジ結合して回転運動から前記芯部
ロッドをさらに直線運動へ変換する移動ロッドと、
　前記キャップの前記嵌合溝に一端が結合し、他端にはカバーを備えており、前記キャッ
プと共に移動して前記上段ケースの孔を開閉する一対の開閉部材。
【請求項２】
　前記開閉部材を嵌合する前記嵌合溝を外側に形成し、内側には案内溝を形成し、下部外
側には皿部の結合溝と嵌合するため突き出すように円形に結合突起を形成した固定パッキ
ングを備えたことを特徴とする請求項１に記載の引出及び収納自在の多用途ケース。
【請求項３】
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　前記固定パッキングの前記案内溝（１１４）と結合して直線的に昇降可能に縦方向の案
内突起（１１３）を外側に形成した芯部ロッドを備えたことを特徴とする請求項２に記載
の引出及び収納自在の多用途ケース。
【請求項４】
　前記下段ケース（１５）と前記中段ケース（１２）間に嵌合されて引出及び収納の際に
摩擦による前記中段ケース（１２）外側に傷ができるのを防ぐためのスライダーを備えた
こと特徴とする請求項１に記載の引出及び収納自在の多用途ケース。
【請求項５】
　更に、ポケットに差し込み可能なクリップを備えたことを特徴とする請求項１に記載の
引出及び収納自在の多用途ケース。
【請求項６】
　下記の部材を備えたことを特徴とする引出及び収納自在の多用途ケース。
（ａ）上段ケースと、
（ｂ）前記上段ケースと下部内側で結合する中段ケースと、
（ｃ）前記中段ケースの下部外側で結合し、上下移動可能なように設けた下段ケースと、
（ｄ）先端に芯部材を設け、前記上段ケースの内側に収納され、上下に移動して引出及び
収納ができるように設けた芯部と、
（ｅ）一方向のネジ溝（２２１）を内側に形成し、前記ネジ溝（２２１）とは反対方向に
ネジ突起（３２１）を形成した移動ロッドと、
（ｇ）前記ネジ溝（２２１）と結合する一方向のネジ突起（３２１）を外側に形成し、上
段部には前記芯部（１８）と締結できる雄ネジ部（４１）を形成した芯部ロッドと、
（ｈ）前記移動ロッドのネジ突起（３２１）を結合するネジ溝（１１１）を内側に形成し
、その下段部に雄ネジ（４１）を形成し、縦方向のスライディング溝（４７）を形成した
キャップロッドと、
　上段に断面を半円形に形成したカバーを設け、下段にはキャップの嵌合溝と固定される
突起（３４）を形成した開閉部材。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は引出及び収納自在の多用途ケースに関するものである。さらに詳しくは化粧に用
いる化粧用具又は筆記具等の文房用具に用いるものであり、シリンダー方式又はスクリュ
ウ方式を利用して芯部材を引出及び収納を自在とし、同時に別の開閉部材を設けて自動開
閉できるようにした引出及び収納が自在の多用途ケースに関するものである。
【０００２】
【従来技術】
一般的に頬ダッチブラシ、リップスティック、リップブラシ、アイブラシなどの化粧用具
は女性の美顔用に用いられたり、俳優などの粉粧に用いられている。このような化粧用具
は便利であること、携帯収納が容易であることから手動方法、すなわち手で開閉する蓋を
設けており、化粧用具はネジと一体になっているもの、又はロッドとケース等から構成さ
れるもの、又はロッドが互いに動いてネジに沿って上下に昇降しながらブラシが同時に引
出されるもの等が一般的であった。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
従来の化粧用具では使用のつど、蓋を開け閉めする必要がある。そのため、閉め忘れたま
まで蓋を紛失したりする状況が頻繁に生じていた。従来、このような問題には積極的に取
り組まれなかったが、本出願人は蓋をケースの内部に設け開閉が自動でできるようにして
、紛失を防ぐことにした。
【０００４】
本発明は上記問題点を解決するためのものであって、化粧用具ケースに自動的に開閉可能
な部材を設けて蓋の紛失を防ぎ、引出及び収納自在にできるようにして使用時の利便性を
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高めた多用途ケースを提供することにある。
【０００５】
そして、本発明は従来の化粧用具に比べて長さを変化させることにより、さらに使用期間
を長くできるようにしたことにある。さらに、本発明はケースをシリンダー形状にし、化
粧用具の部品数を減らして製造時の作業工程を短縮し、生産性を高めることができる。同
時に、本発明は化粧用具のみならず文房用具にも適用でき、筆記具としても使用できる引
出及び収納が自在の多用途ケースを提供することにある。同時に、本発明は画筆としても
使用できる引出及び収納自在の多用途ケースを提供することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために本発明の第1の態様は、下記の部材を備えたことを特徴とする
引出及び収納自在の多用途ケースである。
(a)　上段ケースと、
(b)　前記上段ケースの下部内側で結合する中段ケースと、
(c)　前記中段ケースの下部外側で結合し、上下移動が可能なように設けた下段ケースと
、
(c)　先端に芯部材を配し、前記ケースの内部に収納設置され、上下に移動して引出及び
収納ができるように設けた芯部ロッドと、
(d)　前記下段ケースの下部で結合し上部両側に嵌合溝を形成したキャップと、
(e)　前記キャップと下部外側で一方向のネジ結合をして前記キャップの直線運動を回転
運動に変換させ、前記芯部ロッドと上端部内周面で反対方向にネジ結合して回転運動から
前記芯部ロッドをさらに直線運動へ変換する移動ロッドである。
【０００７】
本発明の第2の態様は、前記キャップの前記嵌合溝に一端が結合し、他端にはカバーを備
えており、前記キャップと共に移動して前記ケースの孔を開閉する一対の開閉部材を備え
たことを特徴とする引出及び収納自在の多用途ケースである。
【０００８】
本発明の第3の態様は、前記開閉部材を嵌合する前記嵌合溝を外側に形成し、内側には案
内溝を形成し、下部外側には皿部の結合溝と嵌合するため突き出すように円形に結合突起
を形成した固定パッキングを備えたことを特徴とする引出及び収納自在の多用途ケースで
ある。
【０００９】
本発明の第4の態様は、前記固定パッキングの前記案内溝(114)と結合して直線的に昇降可
能に縦方向の案内突起(113)を外側に形成した芯部ロッドを備えたことを特徴とする引出
及び収納自在の多用途ケースである。
【００１０】
本発明の第5の態様は、前記下段ケース(15)と前記中段ケース(12)間に嵌合され引出及び
収納の際に摩擦による前記中段ケース(12)外側に傷ができるのを防ぐためのスライダーを
備えたこと特徴とする引出及び収納自在の多用途ケースである。
【００１１】
本発明の第6の態様は、更に、ポケットに差し込み可能なクリップを備えたことを特徴と
する引出及び収納自在の多用途ケースである。
【００１２】
本発明の第7の態様は、下記の部材を備えたことを特徴とする引出及び収納自在の多用途
ケースである。
(a)　上段ケースと、
(b)　前記上段ケースと下部内側で結合する中段ケースと、
(c)　前記中段ケースの下部外側で結合し、上下移動可能なように設けた下段ケースと、
(d)　先端に芯部材を設け、前記ケースの内側に収納され、上下に移動して引出及び収納
ができるように設けた芯部と、
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(e)　一方向のネジ溝(221)を内側に形成し、前記ネジ溝(221)とは反対方向にネジ突起(32
1)を形成した移動ロッドと、
(g)　前記ネジ溝(221)と結合する一方向のネジ突起(321)を外側に形成し、上段部には前
記芯部(18)と締結できる雄ネジ部(41)を形成した芯部ロッドと、
(h)　前記移動ロッドのネジ突起(321)を結合するネジ溝(111)を内側に形成し、その下段
部に雄ネジ(41)を形成し、縦方向のスライディング溝(47)を形成したキャップロッドであ
る。
【００１３】
本発明の第8に態様は、上段に断面を半円形に形成したカバーを設け、下段にはキャップ
の嵌合溝と固定される突起(34)を形成した開閉部材を備えたことを特徴とする引出及び収
納自在の多用途ケースである。
【００１４】
本発明の第9の態様は、外周面に雄ネジ部(41)を形成し、内側に縦方向の案内溝を形成し
た固定パッキングを備えることを特徴とする引出及び収納自在の多用途ケースである。
【００１５】
本発明の第10の態様は、前記移動ロッドは前記芯部ロッドが下方向へ強制的に押し下らな
いようにネジ溝の終端に押出し防止溝を備えたものであることを特徴とする引出及び収納
自在な多用途ケース。
【００１６】
本発明の第11の態様は、前記芯部は前記芯部ロッドの雄ネジ部と締結する雌ネジ部を下段
内側に形成したものであることを特徴とする引出及び収納自在の多用途ケースである。
【００１７】
本発明の第12の態様は、前記上段ケースは前記固定パッキングの雄ネジ部と締結する雌ネ
ジ部を下部内側に形成したものであることを特徴とする引出及び収納自在の多用途ケース
である。
【００１８】
本発明の第13の態様は、前記キャップは上記キャップロッドの雄ネジ部と締結する雌ネジ
部を内側に形成したものであることを特徴とする引出及び収納自在の多用途ケース。
【００１９】
本発明の第14の態様は、前記芯部ロッドは前記固定パッキングの案内溝と結合して直線的
に昇降させるための案内突起を左右側部にそれぞれ形成したものであることを特徴とする
引出及び収納自在の多用途ケースである。
【００２０】
本発明の第15の態様は、前記中段ケースは上記キャップロッドのスライディング溝と結合
され左右回転を防ぐためのスライディング顎を形成したものであることを特徴とする引出
及び収納自在の多用途ケースである。
【００２１】
本発明の第16の態様は、前記移動ロッドは前記固定パッキングの内側に形成された固定溝
と結合され移動ロッドの昇降運動を回転運動へ変換するための結合突起を上段外周面に形
成したものであることを特徴とする引出及び収納自在の多用途ケースである。
【００２２】
本発明の第17の態様は、前記芯部ロッドの内側下段の底面に楔を形成したものであること
を特徴とする引出及び収納自在の多用途ケースである。
【００２３】
本発明の第18の態様は、前記芯部材は筆記具として上段部にスプリングを備えたボールペ
ンを用いることを特徴とする引出及び収納自在の多用途ケースである。
【００２４】
本発明の第19の態様は、上記芯部材を引出及び収納するための前記キャップロッド及び芯
部ロッドを両側にそれぞれ対称になるように設け、両側の前記上段ケースの外部へ引出さ
れる前記芯部材を同じか、異なるものを用いることを特徴とする引出及び収納自在の多用
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途ケースである。
【００２５】
本発明の第20の態様は、下記の部材を備えたことを特徴とする引出及び収納自在の多用途
ケースである。
(a)　上段ケースと
(b)　前記上段ケースと下部内側で結合する中段ケースと、
(c)　前記中段ケースの下部外側で結合し、上下移動可能なように設けた下段ケースと、
(d)　前記ケースの内側に収納設置し、上下に移動して引出及び収納ができるように設け
た芯部を取付けた芯部材と、
(e)　シリンダーと、
(f)　前記下段ケースの下部で結合し、上段部に嵌合溝を形成し、一方の端部が前記シリ
ンダーに挿入したキャップロッドと、
(g)　前記キャップロッドを一方向へ移動させると空気圧により反対方向へ移動する前記
芯部材を備えた芯部ロッドである。
【００２６】
本発明の第21の態様は、上段に断面を半円形に形成したカバーを設け、下段には上記キャ
ップロッドの嵌合溝と固定される突起(34)を形成した開閉部材を備えたことを特徴とする
引出及び収納自在の多用途ケース。
【００２７】
本発明の第22の態様は、前記シリンダー内で結合する前記キャップロッドについて向い合
う端部を連結させる連結具を備えたことを特徴とする引出及び収納自在の多用途ケースで
ある。
【００２８】
本発明の第23の態様は、芯部材を引出及び収納するためのキャップロッド及び芯部ロッド
をそれぞれ対称となるように設けたことを特徴とする引出及び収納自在の多用途ケースで
ある。
【００２９】
本発明の第24の態様は、下記の部材を備えたことを特徴とする引出及び収納自在の多用途
ケースであり、
(a)　蓋を手で開閉して芯部材を引出及び収納するケースであって、
(b)　円筒の内部空間が隔板により第1チェンバーと第2チェンバーとに区画され内周面に
第1チェンバーの開口側の内部と第2チェンバーの内側とを連結する第1空気通路を形成し
、第1空気通路の反対側の内周面に第1チェンバーの内側と第2チェンバーの開口側の内部
を連結する第2空気通路が形成されたシリンダーと、
(c)　一端に結合溝を形成し、他端が上記シリンダーの第1チェンバーに挿入する芯部ロッ
ドと、
(d)　一端に結合溝を形成し、他端が上記シリンダーの第2チェンバーに挿入するキャップ
ロッドと、
(e)　上記シリンダーの外周に密着するように嵌められる中段ケースと
(f)　一端が上記第1チェンバー側の中段ケースの外周上段に結合される上段ケースと、
(g)　一端が上記第2チェンバー側の中段ケースの外周下段に結合される下段ケースである
。
【００３０】
本発明の第25の態様は、上段に断面が半円形に形成したカバーを設け、下段には上記キャ
ップロッドの嵌合溝と固定される突起(34)を形成した開閉部材を備えたことを特徴とする
引出及び収納自在の多用途ケースである。
【００３１】
本発明の第26に態様は、前記多用途ケースの芯部材は化粧品用具としてリップスティック
、リップブラシ、アイブラシ、頬ダッチブラシから選択したいずれか１種以上を用いるこ
とを特徴とする引出及び収納自在の多用途ケースである。
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【００３２】
本発明の第27の態様は、前記多用途ケースの芯部材は文房用具として鉛筆、ボールペン、
サインペン、マーキングペン、色鉛筆、クレヨン、クレパスから選択したいずれか１種以
上を用いることを特徴とする引出及び収納自在の多用途ケースである。
【００３３】
本発明の第28の態様は、前記多用途ケースの芯部材は画筆用具として東洋画筆、又は西洋
画筆から選択したいずれか１種以上を用いることを特徴とする引出及び収納自在の多用途
ケースである。
【００３４】
【発明の実施の形態】
本発明は上段ケースと、中段ケースと、下段ケースとで構成し、芯部材を設けて引出及び
収納自在とした多用途ケースである。芯部材を上下に直線的に移動させる手段としてはス
クリュウの回転をそれぞれ逆方向とした逆スクリュウ方式と空気を利用したシリンダー方
式を用いたことに特徴がある。
【００３５】
本発明のケースは、上段ケースと、上段ケースの下部内側で結合する中段ケースと、中段
ケースの下部外側で結合し上下移動可能に設けた下段ケースで構成される。さらに、ケー
スの内部に収納し、先端に芯部材を設けており上下に移動して引出及び収納を行う芯部ロ
ッドを備える。
【００３６】
さらに、下段ケースの下部と結合し、上段部に両側へ嵌合溝を形成したキャップを備える
。さらに、キャップと下部外側で一方向のネジ結合してキャップの直線運動を回転運動へ
変換させ、芯部ロッドと上部内周面で反対方向へネジ結合して回転運動から芯部ロッドを
さらに直線運動へ変換させる移動ロッドを備える。
【００３７】
以下、添付図面を参照して本発明の実施形態を詳細に説明する。図1は本発明の多用途(化
粧用具)ケースを示す斜視図である。図2は図1のケースの引出した状態を示す斜視図であ
る。図3は図1の断面図である。図4は図3のケースの引出した状態を示す断面図である。図
5は図1の分解斜視図である。
【００３８】
図1及び図2に示したように、端部が円錐形で中空円筒形の上段ケース13と、中空円筒形の
中段ケース12と、中空円筒形の下段ケース15とは互いに結合され、下段ケース15の下部に
はキャップ16が嵌合されている。
【００３９】
下段ケース15は上下に移動できるように中段ケース12の下部に嵌合される。下段ケース15
の移動に対し芯部ロッド31は反対方向へ移動し、上段ケース13内部の芯部ロッド31の先端
に設けた芯部材33が上段ケース13の開口部から出てくる。
【００４０】
本発明の引出及び収納自在な多用途ケースについて図3～図5を参照して説明する。まず、
各部品について説明する。移動ロッド9は、下部にネジ溝111を設けたネジ回転運動部112
を形成し、上部には内側にネジ溝221を形成し、その上部に結合溝131のある皿部124を備
えている。
【００４１】
固定パッキング120は、円筒管の構造であってその外側両側に一直線の嵌合溝211を形成し
、移動ロッド9の結合溝131と嵌合する結合突起122を下部の外側に形成し、内側に縦方向
の案内溝114を形成している。
【００４２】
芯部ロッド31は、皿部124の上部内側に挿入して皿部124のネジ溝221とネジ組み立てでき
るように下段部にネジ突起321のある芯上下運動ネジ部322を設けている。
【００４３】
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案内部材115は、芯部ロッド31の左右対称に設け、上下直線方向に案内可能に固定パッキ
ング120の嵌合溝211とキャップ16の嵌合溝42間に設ける。芯部18は、芯部ロッド31の上部
で結合し、終端には取付け結合した芯部材33を備えている。
【００４４】
キャップ16は、移動ロッド9下部のネジ回転運動部112のネジ溝111がネジ組み立て可能な
ように内側にネジ突起55を形成し、外側上部には直角に内側へ嵌合溝42を形成し、外側下
部には受け突起59を形成している。
【００４５】
上段ケース13は、上部先端が開口した円錐形である。中段ケース12は、上部外側は上段ケ
ース13の下部内側に取付け結合し、内部に固定パッキング120及び移動ロッド9の上部と中
間部を内装するよう全体が円筒管で形成している。
【００４６】
下段ケース15は、内側上部は中段ケース12の中間部又は下部外側と密着し、内側下部はキ
ャップ16の受け突起59の上部と取付け結合してキャップ16と共に動くようになっている。
【００４７】
芯部ロッド31のネジ突起321と移動ロッド9のネジ溝111は、逆方向のスクリュウを形成す
る。移動ロッド9下部のネジ回転運動部112のネジ溝111とキャップ16内側のネジ突起55は
互いにネジ組み立て、引出及び収納時にキャップ16を下段ケース15とともに上下運動させ
る際に、上下運動を移動ロッド9の回転運動に変換させる。
【００４８】
変換させた移動ロッド9の回転運動については、移動ロッド上部皿部124内側のネジ溝221
と芯部18の芯上下運動ネジ部322のネジ突起321とネジ組み立てているので、芯部18が上下
運動に変換されて芯部材33の引出及び収納が行えるようになる。
【００４９】
固定パッキング120の下部外側の結合突起122は、移動ロッド9上部の結合溝131と嵌合して
移動ロッド9の位置を固定する。これにより下段ケース15の上下運動が移動ロッド9の回転
運動に変換する。
【００５０】
さらに、皿部124上部の内側中央には結合溝131を形成している。円筒管構造の固定パッキ
ング120については、パッキング本体の外径より結合突起122のある下部の外径のほうが小
さくなっている。その理由は、結合突起122は移動ロッド9の結合溝131に嵌合するので、
引出及び収納時に芯部ロッド31が上下に往復運動する際摩擦を軽減するためである。
【００５１】
キャップ16はその断面がほぼU字形である。内側には移動ロッド9の下部に形成したネジ回
転運動部112のネジ溝111とネジ組立できるようネジ突起55を左右に2個形成している。外
側下部には受け突起59を形成しており、受け突起59の上部には下段ケース15を嵌め一緒に
動くようになっている。
【００５２】
一方、キャップ16外側円周上部には直方体形状の嵌合溝42が形成されている。案内部材11
5は中段ケース15の内側と密着して嵌合溝42と一端が結合しており、芯部ロッド31が上下
運動して芯部材33の引出及び収納する際に、ぶれないで真直ぐ作動するようにガイドの役
目をする。
【００５３】
キャップ16は金属材料を用いるのが望ましいが、軽くて触感が優れる合成樹脂、ラバー、
及びシリコンなどを用いることができる。
【００５４】
上段ケース13はその上部先端が開口した円錐形状で、全体は円筒管構造である。内側下部
を中段ケース12の外側上部と取り付け結合する。
【００５５】
中段ケース12は全体が円筒形状であり、外側上部を上段ケース13内側下部と取り付け結合
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する。
【００５６】
一方、中段ケース12下部外径は下段ケース15の内径と比較すると小際。その理由は芯部材
の引出及び収納の上下運動時に下段ケース15との摩擦を減らすところにある。なお、中段
ケース12は下段ケース15の内側と密着されており取付けられてはいない。
【００５７】
芯部材33の引出し時には外に出てきて外観が見れる状態となるが、収納時には上段ケース
13と下段ケース15により完全に覆われる。
【００５８】
図18に示したように、下段ケース15と後述の円筒形状のスライダー92について、内側上部
は上段ケースの下部に設置し、中段ケース12の外側と下段ケース15の上部内側の間に密着
される。スライダー92は下段ケース15と中段ケース12に挟まれて引出及び収納時の摩擦に
よる中段ケース12外側に傷ができるのを防ぐものである。スライダー92はクロムメッキし
て硬度の高い物質との摩擦による傷などを防ぐようになっている。
【００５９】
さらに、リップスティック、リップブラシ、頬ダッチブラシ等の芯部材33を嵌合する芯部
18がある。芯部18の下部には皿部124内側のネジ溝221とネジ組立てるようにネジ突起321
のある芯上下運動ネジ部322を形成した芯部ロッド31を取付け結合している。
【００６０】
次に、図4を参照して本発明の動作を説明する。先ず、一方の片手で上段ケース13を持ち
、他の片手でキャップ16又は下段ケース15を持って、キャップ16を下方へ下げればキャッ
プ16とネジにより組立てた移動ロッド9が回転する。
【００６１】
それにより移動ロッド9上部の皿部124内側のネジ溝221とネジ組立てた芯上下運動ネジ部3
22が上昇して芯部材33が上段ケース13の外側へ押し出される。すなわち、リップブラシ、
リップスティック(L)、頬ダッチブラシ等が結合された芯部材33が使用できるようになる
。
【００６２】
リップブラシ、リップスティック、頬ダッチブラシなどの芯部材33を用いないときは一方
の片手で上段ケース13を持ち、他方の片手でキャップ16又は下段ケース15を上に上げると
、芯上下運動ネジ部322が下降しながら芯部材33が上段ケース13の中に入って収納状態に
なる。さらにキャップ16を机などに押し当てて芯部材33を上段ケース13内部へ収納するな
ど片手で簡単にしまうこともできる。
【００６３】
下段ケース15はキャップ16と一体で動くので、上下運動により引出す時にはキャップ16と
下段ケース15が一緒に下方へ移動し、中段ケース12外側が外部へ露出して全体の長さは最
大となる。収納時には中段ケース12外側が上段ケース13及び下段ケース15により覆われて
ケース全体の長さが最小になる。
【００６４】
図6は本発明の実施形態の１つであり、シリンダー方式の多用途(化粧用具)ケース構造の
断面図である。図7は図6の動作を示す断面図である。図8は図6の分解斜視図である。図6
～図8で示すように、本願発明の引出及び収納自在の多用途ケースはシリンダー2とその左
右両側に結合した芯部ロッド8とキャップロッド10とを設ける。
【００６５】
シリンダー2は円筒形状である。シリンダー2の中間には隔板3を設けている。隔板により
シリンダー2の内部が左右に分けられる。左側には芯部ロッド8が結合する第1チェンバー4
を形成し、右側にはキャップロッド10が結合する第2チェンバー5を形成している。
【００６６】
芯部ロッド8及びキャップロッド10の端部にはゴムパッキング、シリコンなどでシール24
処理してシリンダー2に結合して移動するときシリンダー2内の空気が漏れないようにする
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。シリンダー2の内周面には第1チェンバー4の内部から第2チェンバー5の内部へ連結する
第1空気通路6を長さ方向に形成しており、反対側には第2チェンバー5の内部から第1チェ
ンバー4の内部へ連結する第2空気通路7を形成している。
【００６７】
第1空気通路6及び第2空気通路7は、シリンダー2に結合する芯部ロッド8及びキャップロッ
ド10の移動時にロッドにより圧縮された空気が流れる通路であって第1チェンバー4及び第
2チェンバー5へ移送可能となる。
【００６８】
図6を用いてより具体的に説明する。芯部ロッド8とキャップロッド10がシリンダー2に結
合した状態(芯部ロッドとキャップロッドとが全て前進している状態)でいずれか一方のロ
ッドを引っ張ると、望ましくはキャップロッド10を引っ張ると、第2チェンバー5にあった
空気が圧縮されると同時に第2空気通路7を通して第1チェンバー4へ流入し、空気の圧力に
よって芯部ロッド8を前方に押す。すなわち、芯部ロッド8が上段ケース13の外側へ移動す
るようになる。
【００６９】
シリンダー2の外周面には横方向にスロット26を長めに形成し、反対側にも同一な幅のス
ロット26を対称に形成している。そこには後述する本発明の開閉部材が嵌め込めれる。シ
リンダー2の左右には芯部ロッド8及びキャップロッド10の移動の際に、空気が漏れないよ
うシール24を設けたパッキング蓋21,23が設けられる。シール24はゴム、シリコン等のオ
ーリング(O-Ring)を用いる。
【００７０】
続いて、芯部ロッド8の一端には中心内側方向へ結合溝11を形成し、結合溝11には芯部材3
3を設けた芯部18を結合する。芯部ロッド8の他端（ヘッド部分）はシリンダー2の第1チェ
ンバー4に挿入する。キャップロッド10の一端にも中心内側方向へ結合溝11を形成し、結
合溝11にはキャップ16の突部17を結合する。キャップロッド10の他端（ヘッド部分）はシ
リンダー2の第2チェンバー5に挿入する。
【００７１】
芯部ロッド8と、キャップロッド10と、シリンダー2の連結構成は次のようである。シリン
ダー2の第1チェンバー4と第2チェンバー6にそれぞれ芯部ロッド8とキャップロッド10を結
合させており、キャップロッド10が動けば芯部ロッド8はキャップロッド10と反対方向へ
動く。すなわち、キャップロッド10を引っ張ると同時に圧縮された空気が芯部ロッド8を
押して芯部18が出るようになる。キャップロッド10を引張る動きは芯部ロッド8と反対方
向への動きなので、芯部ロッド8と結合した芯部18が上へ出るようになる。
【００７２】
引出及び収納自在の多用途ケースの外側、すなわちシリンダー2の外周面には円筒形の中
段ケース12を嵌合され固定する。中段ケース12は、弾力性のある材質を用いてシリンダー
2の外周面と弾力的に密着させて第1空気通路6と第2空気通路7とを通過する空気がシリン
ダー2の外側へ漏れないようにする。
【００７３】
中段ケース12の上部外周面には上段ケース13を嵌合され固定結合させ、中段ケース12の下
部外周面には下段ケース15を嵌合され外周面に沿って動く。下段ケース15の下部端部には
キャップ16を結合させる。キャップ16の一方側に形成した突部17をキャップロッド10の結
合溝11に嵌合することで一体となって作動する。
【００７４】
芯部ロッド8の結合溝11には芯部18の一端を結合する。芯部18の他端には化粧用ブラシ、
例えばリップブラシ、アイブラシ、リップスティック等を嵌合され用いることができる。
ボールペン芯、鉛筆芯、サインペン、等の文具用筆記具を嵌合され用いることができる。
さらに、芯部材33に用る筆記具には画筆を用いることもある。
【００７５】
本発明の構成についてもう少し述べる。シリンダー2と中段ケース12を固定している。シ
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リンダー2に挿入設置しているキャップロッド10をキャップ16に固定している。キャップ1
6は下段ケース15を固定している。下段ケース15は中段ケース12と結合してスライディン
グ可能に設けているので、下段ケース15又はキャップ16を握って引張るとシリンダー2内
に設けたキャップロッド10が下方に引張られ、反対に芯部ロッド8は引出されるのである
。
【００７６】
上述のように構成される本発明の作動を説明すれば次のとおりである。先ず、芯部材33が
結合した芯部18、本実施形態においては化粧部材を使用しようとする場合には、片手で上
段ケース13を握り他の片手では下段ケース15を握って外側へ引張る。
【００７７】
そうすると下段ケース15は下方向へ引張られながらキャップロッド10の内側の端部が第2
チェンバー5の開口側へ移動する。それと同時に、キャップロッド10の内側端部で圧縮さ
れた空気は第2空気通路7を通して芯部ロッド8の内側端部と第1チェンバー4の内側空間の
間に移送される。すなわち、第2チェンバー5にあった空気が移送されて第2空気通路7に沿
って第1チェンバー4に入って芯部ロッド8を押し出すようになる。
【００７８】
すなわち、第2チェンバー5内の空気が第1チェンバー4へ移送され、その空気圧により芯部
ロッド8の端部が第1チェンバー4の開口側へ押される。結局芯部ロッド8に配した芯部18が
上部方向へ移動し芯部18に結合する芯部材33が引出される。
【００７９】
ここで、芯部ロッド8の内側端部が開口側へ移動すると同時に第1チェンバー4に存在して
いた空気は徐々に圧縮されて第1空気通路6へ移送が行われる。つまり、その通路に沿って
第2チェンバー5内側へ移送されるのでキャップロッド10の内側端部が開口側へ円滑に移動
するのである。
【００８０】
芯部18を引出して使用後に芯部18を内側へ戻すには、さらに上段ケース13と下段ケース15
を握って軽く押せば良い。すると空気の移送が反対に行われ芯部ロッド8が元の収納状態
に戻る。
【００８１】
空気の移送について詳述する。下段ケース15と結合したキャップロッド10の端部が第2チ
ェンバー5側へ移動して内部の空気を圧縮する。圧縮された空気は第2空気通路7を通して
芯部ロッド8の端部側へ移送される。移送された空気は芯部ロッド8の端部を第1チェンバ
ー4の開口側へ押し出す。
【００８２】
そのとき芯部ロッド8の内側の端部が第1チェンバー4の開口側へ押されて第1チェンバー4
の空気を圧縮する。圧縮された空気は第1空気通路6を通してキャップロッド10の端部側へ
さらに移送され、キャップロッド10が第2チェンバー5の開口側へ円滑に動くのである。
【００８３】
上記動作と同時に芯部ロッド8と芯部18は上昇し、芯部材33と芯部18の引出及び収納作業
を自動的に行うことができる。
【００８４】
図9は本発明の他の実施形態であり、引出及び収納自在の多用途ケースを筆記具として用
いるときの構造を示す断面図である。図10は図9の分解斜視図である。図11は本発明の他
の実施形態を示す断面図である。図12は図11の分解斜視図である。
【００８５】
図9～図10を参照して説明する。本発明の引出及び収納自在の多用途ケースは以下のよう
である。上段ケース13は中空円筒形の管状であり下部内側には雌ネジ部19を形成している
。
【００８６】
芯部18は、上段に芯部材33を結合し下段の内側に雌ネジ部19を形成している。
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固定パッキング14は、上段ケース13の雌ネジ部19に嵌合することができるように雄ネジ部
41を外側に形成し、内側には固定溝57を形成し、さらに縦方向の案内溝114を形成してい
る。
【００８７】
芯部ロッド8は、芯部18の雌ネジ部19と嵌合することができるように上段部に雄ネジ部41
を形成し、その下段部にネジ突起321を備えた芯上下運動ネジ部322を形成しており、その
上部のロッド左右側に縦方向へ案内突起113を形成している。
【００８８】
移動ロッド9は、上段部の外周面に固定パッキング14の固定溝57に固定する結合突起43を
形成し、内側にはネジ溝111を形成し、内側上段部には押出し防止溝44を形成すると同時
に下段部にはネジ突起321を設けたネジ回転運動部112を形成している。
【００８９】
キャップロッド10は、縦方向のスライディング溝47を形成し、下段部外側には雄ネジ部41
を形成し、内側にはネジ溝111を形成している。
【００９０】
中段ケース12は、やや上部の外側表面に上段ケース13と下段ケース15とを分離する分離顎
53を形成し、キャップロッド10のスライディング溝47と結合して左右への回転を防ぐため
に内側へ盛り上がったスライディング顎46を形成している。
【００９１】
下段ケースは中段ケース12と結合してスライドできるように設ける。キャップ16は、下段
ケース15の下部に取付けて結合させ、キャップロッド10の雄ネジ部41と結合する雌ネジ部
19を形成している。
【００９２】
クリップ45は、下段ケース15の底面とキャップ16の上面の間に嵌められて固定できるよう
に孔部56を形成している。芯部材33には筆記具としてクレパス、サインペン等を用いる。
【００９３】
移動ロッド9のネジ突起321と芯部ロッド8のネジ突起321は、互いに反対方向へ回転するよ
うに逆スクリュウの突起を形成する。このような本発明の構造と動作を説明する。先ず、
上下に移動可能な移動ロッド9のネジ突起321をキャップロッド10の内側に形成したネジ溝
111と結合してネジ移動するように設ける。
【００９４】
芯部ロッド8の芯上下運動ネジ部322は移動ロッド9の内側に形成したネジ溝111と結合して
ネジ移動できるように設ける。移動ロッド9の上部外側に固定パッキング14を嵌合すると
固定溝57が結合突起43と結合する。芯部ロッド8の上段に形成した雄ネジ部41に芯部18の
雌ネジ部19を嵌合する。
【００９５】
キャップロッド10外周面に中段ケース12を嵌合する。中段ケース12の分離顎53を基準とし
て下側にはスライディング可能できるように下段ケース15を嵌め、分離顎53の上側には上
段ケース13を嵌合する。上段ケース13は固定パッキング14に嵌合するので、芯部ロッド8
がネジ移動して芯部18を引出すのである。
【００９６】
芯部ロッド8の案内突起113と固定パッキング14の案内溝114が結合して上下に直線移動が
可能になると、キャップロッド10のスライディング溝47と中間ケース12のスライディング
顎46が結合して左右回転の動きを止める役割をする。
【００９７】
具体的に動作を記述する。下段ケース15又はキャップ16を握って引張ると、キャップ16と
嵌合しているキャップロッド10が引張られ、下段ケース15は下方向へスライドする。その
とき、キャップロッド10の内側に結合した移動ロッド9が一定方向(時計方向)へネジにそ
って回転する。
【００９８】
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それと同時に移動ロッド9の内側に結合した芯部ロッド8は、移動ロッド9が回転(時計方向
)すると案内溝114に結合した案内突起113により直線的に上昇する。したがい、芯部ロッ
ド8に固定した芯部18が上段ケース13の開口部へ引出される。
【００９９】
図11～図12は本発明の他の実施形態を示す断面図と分解斜視図である。芯部材33にボール
ペン芯のように長いものを用いる場合を示している。本発明の引出及び収納自在の多用途
ケースの構造と動作は前述同様であるから同じ構成のものは同一の符号を用い、芯部材の
引出し動作については図9～図10を参照にする。
【０１００】
先ず、本発明の上記実施形態においては、ボールペン芯等の長い芯部材33を使用するため
芯部材33の上段部の両側へ固定顎101を形成する。芯部材33の固定顎101の上部にスプリン
グ100を嵌合され弾力的に固定するようにし、芯部材33の下段部は芯部ロッド8の内側に嵌
合され固定する。芯部ロッド8はその内側の下部の底面に楔52を形成しておりボールペン
芯の芯部材33を嵌合され固定する。
【０１０１】
図13は本発明の他の実施形態であって、シリンダー方式の多用途(筆記具)ケースの構造を
示す断面図である。図14は図13の分解斜視図である。図13及び図14に図示のとおり本発明
の実施形態は図6～図8を参照にする。同一の符号については説明を省くことにする。
【０１０２】
図6～図8では芯部18に結合する芯部材33に化粧用具を用いたが、本実施形態においてはボ
ールペン芯のような長い芯部材33を芯部ロッド8の内側に深く差し込んで使用するもので
ある。したがって、芯部ロッド8の内側にポールペンの芯を嵌合するように細長い孔を形
成して芯部材33を嵌合され固定させる。
【０１０３】
図15は本発明の他の実施形態であり、スクリュウ方式の多用途(化粧用具)ケースに開閉部
材を設けた態様を示す斜視図である。図16は図15の動作を示す斜視図である。先端が円錐
形で中空円筒の上段ケース13と、中空の上段ケース13の下部内側に嵌合する円筒形の中段
ケース12と、中空の中段ケース12の下部外側に嵌合する下段ケース15とが互いに結合して
おり、下段ケース15の下部にはキャップ16を嵌合している。
【０１０４】
下段ケース15は中段ケース12の下部で嵌合して上下に移動する。下段ケース15が移動する
ことで上段ケース13は相対的に反対方向へ移動し、ケース内部の芯部18に設置した芯部材
33が上段ケース13の開口から出るようになる。ケース内には、内部への塵又は異物などの
侵入を防ぐために、蓋又はカバーの役割をもつ開閉部材30,32を設けて自動的に開閉させ
る。
【０１０５】
図17は図15の断面図である。図18は図17のＡ部拡大図である。図19は図15に図示する本発
明の動作を示す断面図である。図20は図15の分解斜視図である。図17～図20について以下
に説明する。移動ロッド9は、下部にはネジ溝111のあるネジ回転運動部112を形成し、上
部には内側にネジ溝221を形成し、その上部に結合溝131を形成した皿部124を備える。
【０１０６】
固定パッキング120は、円筒管構造であってその外側の両側に垂直な一直線の嵌合溝211を
形成し、移動ロッド9の結合溝131と嵌合する結合突起122を下部外側に形成しており、内
側に縦方向の案内溝114を形成している。
【０１０７】
芯部ロッド31は、皿部124の上部内側に挿入する。下部では皿部124のネジ溝221とネジ組
み立てできるようにネジ突起321のある芯上下運動ネジ部322を形成し、上部のロッド左右
対称に縦方向の案内突起113を形成している。芯部18は、芯部ロッド31の上部で結合し、
末端に取付けて結合する芯部材33を備える。
【０１０８】
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キャップ16は、移動ロッド9下部のネジ回転運動部112のネジ溝111とネジ組み立てできる
ように内側にネジ突起55を形成し、外側上部には直方体形状の嵌合溝42を形成し、外側下
部には受け突起59を形成している。上段ケース13は上部の先端を開口した円錐形状である
。
【０１０９】
開閉部材30,32は、化粧用品を引出す場合には上部の一端が互いに離れ、収納時には離れ
た一端が互いに接触できるように半円形のカバー36を形成している。中間部は固定パッキ
ング120の嵌合溝211に嵌合することができるように真直ぐに形成し、下部はキャップ16の
嵌合溝42に嵌合され回転が防げるように突起34を直角に折り曲げて形成している。
【０１１０】
上段ケース13は、上部は先端を開口した円錐形であり、中間部及び下部は開閉部材30、32
の上部及び中間部を内蔵できるように形成している。
【０１１１】
中段ケース12は、上部外側は上段ケース13下部内側に取付け結合し、内側は開閉部材30,3
2の中間部と密着し、内部に固定パッキング120及び移動ロッド9上部及び中間部を内蔵で
きるように円筒管で形成している。
【０１１２】
下段ケース15は、内側上部は中段ケース12の中間部又は下部外側と密着し、内側下部はキ
ャップ16の受け突起59上部で嵌合してキャップ16と共に動くようになっている。
【０１１３】
移動ロッド9下部のネジ回転運動部112の結合溝111とキャップ16内側のネジ突起55は互い
にネジ組立てられており、引出及び収納のためキャップ16と下段ケース15と共に上下運動
する際移動ロッド9を回転運動へと変換する。
【０１１４】
移動ロッド9上部の皿部124内側の結合溝221と芯部18の芯上下運動ネジ部322のネジ突起32
1とがネジ組立てられている。このため、芯部は上下運動に変わり本発明の芯部材33の引
出及び収納が行われる。
【０１１５】
固定パッキング120の下部外側の結合突起122は移動ロッド9上部の結合溝131と嵌合して移
動ロッド9位置を固定するので、下段ケース15の上下運動は移動ロッド9を100％回転運動
に変換させる。
【０１１６】
皿部124の上部内側には結合溝131が形成されている。円筒構造の固定パッキング120につ
いて、結合突起122のある下部の外径はパッキング本体の外径より小さくなっている。結
合突起122は移動ロッド9の結合溝131に嵌合するので、その状態で開閉部材30,32同士の隙
間と芯部ロッド31の直径とがほとんど同じか僅かに小さくし、引出及び収納時に芯部ロッ
ド31が上下に往復運動をするときに伴う摩擦を少なくするためである。
【０１１７】
キャップ16はその断面が概ねU字形である。内側には移動ロッド9の下部に形成したネジ回
転運動部112外側のネジ溝111とネジ組立て可能なようにネジ突起55を左右に2個形成して
いる。外側下部には受け突起59を形成している。受け突起59の上側には下段ケース15を一
緒に動くように取付ける。
【０１１８】
開閉部材30,32の断面が半円形のカバー36は、キャップ16及び下段ケース15を下方に押し
て化粧用品を引出すとき芯の厚さ位離れるように弾力性のある材量で作成する。反対にキ
ャップ16及び下段ケース15を上に押して化粧用品を収納するときは、開閉部材30、32が上
段ケース13に接近すると同時にそのカバー36が互いに接触するようにする。これにより、
従来技術の問題点である異物侵入及び芯部材33の損傷を防ぎ、自動開閉ができて、蓋が不
要となる。
【０１１９】
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開閉部材30、32の中間部分は固定パッキング120の嵌合溝211に嵌合することができるよう
に真直ぐに形成している。下部はキャップ16の嵌合溝42と結合し回転を防ぐように直角に
折曲げた突起34を設けている。突起34は多段に折り曲げても良く、一対以上設ければ良く
、固定可能にすれば良いものであり多様の変形仕様が可能である。
【０１２０】
キャップ16外側上部には直方体状の嵌合溝42を形成しており、開閉部材30、32下部の突起
34を嵌合する。下段ケース15及びそれに嵌めた開閉部材30、32を回転させようとしても開
閉部材30、32の内側と密着している固定パッキング120により回転が阻まれる。芯部ロッ
ド31が上下運動することで引出及び収納を行うことができるようにしている。
【０１２１】
キャップ16は金属材量を用いることが望ましいが、軽く触感を優しくするため合成樹脂、
ラバー及びシリコン等の材質を用いることができる。
【０１２２】
上段ケース13は、上部先端を開口した円錐形状に成型し、中間部及び下部は開閉部材30、
32の上部及び中間部を内蔵するように形成し、全体が円筒構造であり、内側下部には中段
ケース12の外側上部を嵌合する。
【０１２３】
中段ケース12の内径は、開閉部材30、32を組み立てた外寸とほとんど同一又は僅か大きく
する。中段ケース12は全体が円筒形状でその外側上部は上段ケース13の内側下部と嵌合さ
れ、内側は開閉部材30,32の中間部と密着している。
【０１２４】
中段ケース12下部の外径は下段ケース15の内径と比較すると僅かに小際。芯部材の引出及
び収納の上下運動において下段ケース15との摩擦を減らすためである。下段ケース15と密
着してはいるが取付けてはいない。また、芯部材33の引出時には外観が見れるが、収納時
には上段ケース13と下段ケース15により完全に覆われる。
【０１２５】
図18に示すとおり、下段ケース15と後述する円筒形状のスライダー92は内側下部が下段ケ
ース15の受け突起59上部と取付け結合してキャップと共に動くようになっており、内側上
部は中段ケースの中間部及び下部外側と密着している。下段ケース15と中段ケース12の間
には引出及び収納時の摩擦により中段ケース12外側に傷ができるのを防ぐように円筒形の
スライダー92が下段ケース15内側上部に嵌合されている。
【０１２６】
スライダー92はクロムメッキすることで硬度が高い物質との摩擦による傷等を防止する。
さらに、リップスティックなどの内容物を容れる部品である芯部18が別個にある。芯の下
部には皿部内側のネジ溝221とネジ組するようにネジ突起321のある芯上下運動ネジ部322
を形成し、芯部18の上部には芯部材33を嵌合している。
【０１２７】
動作は次のようである。先ず、一方の片手で上段ケース13を握り、もう一方の片手でキャ
ップ16を握ってキャップ16を下方に下げればキャップ16とネジ組している移動ロッド9が
回転するようになる。それにより、移動ロッド9の上部の皿部124内側のネジ溝221とネジ
組している芯上下運動ネジ部322が上昇して芯部材33が上段ケース13の外部へ引出される
。これによりリップブラシ、リップスティック(L)、頬ダッチなどが使用できる状態とな
る。
【０１２８】
リップブラシ、リップスティック、頬ダッチなどの芯部材33を使用しないときには、一方
の片手で上段ケース13を握りもう一方の片手でキャップ16を上にあげる。すると、芯上下
運動ネジ部322が下降して芯部材33は上段ケース13の中に入る。同時に開閉部材30,3の2上
部先端のカバー36が互いに接触して収納状態となる。
【０１２９】
さらにキャップ16を机などに当てて押して芯部材33を上段ケース13内部へ戻すなど、片手
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でも簡単に収納することができる。図示のように、下段ケース15はキャップ16と一体に動
くので、上下運動による引出時にはキャップ16と下段ケース15とが一緒に下へ移動する。
中段ケース12の外側は外部に露出されケース全体の長さは最大になり、収納時には中段ケ
ース12外側が上段ケース13及び下段ケース15により覆われケース全体の長さは最小となる
。
【０１３０】
図21は本発明の他の実施形態を示す断面図である。図22は本発明の開閉部材を示す拡大斜
視図である。図23は本発明の開閉部材の一実施形態を示す斜視図である。図21に示すとお
り、固定パッキング120と、開閉部材30,32と、上段ケース13、中段ケース12及び下段ケー
ス15と、円筒形のスライダー92と、芯部18の構造は前述の実施形態と同一であるが、移動
ロッド9下部とキャップ16上部の構造は若干違っている。
【０１３１】
すなわち、キャップ16の上下運動を移動ロッド9の回転運動に変換させる構成である。図1
7～図20に示した実施形態のような移動ロッド9下部にネジ溝のある長めのネジ回転運動部
112を形成する必要がなく、移動ロッド9は単純に円筒管構造にする。この場合、円筒管の
内側と外側とに形成するネジ溝221,222はそれぞれ逆スクリュウに形成する。
【０１３２】
移動ロッド9の外側には移動ロッドの中心から半径が大きいネジ溝222を形成する。図21の
B部に図示のように、外側の半径が大きいネジ溝222と組立てできるるようキャップ16のネ
ジ突起55の半径を大きくする。そのためキャップ16を2段に形成してその上部にネジ突起5
5を設ける。
【０１３３】
さらに、本発明は上記実施形態のほかに、外部に段階的に引出及び収納のための掛止装置
など追って構成することができる。
【０１３４】
図22～図23は本発明の蓋及びカバーの役割をなす一対の開閉部材30,32を示す図面である
。上段部には半円形のカバー36を形成して互いに向い合って閉じるようになっている。若
干曲がるように形成して上下移動時に上段ケース内部と接触しないようにし、中段部は細
く薄いストリップ状態になっている。下段部には芯部ロッド8に固定する突起34をカギ字(
┐)状に折り曲げて設けている。
【０１３５】
図23に図示したものは、断面が半円形状の一対のカバー37である。下段部は二重突起35を
形成しておりさらに堅固に固定できる。半円形のカバー36,37は本発明の実施形態では互
いに接触する部分の断面形状を長方形としたがラウンド形、三角形、四角形等多様に形成
可能なことは勿論である。
【０１３６】
図24は本発明の実施形態としてスクリュウ方式を適用した移動ロッドと移動ロッド案内管
との結合関係を示す分解斜視図である。図25は図24の構造を示す斜視図である。図26は図
25の動作を示す動作斜視図である。図24～図26に示すとおり、本発明実施形態の移動ロッ
ド9は上段に皿部124を形成し、その外周面上部に突出顎60を縁に沿って形成している。下
段部にはスリットを設けた楔形状の固定チップ62を形成しており、多数のネジ突起64も形
成している。
【０１３７】
皿部124の内側にはネジ溝221を形成している。そして、ネジ溝221の末端部には押出し防
止溝44を形成している。押出し防止溝44は芯部材として用いるブラシが強制的に押されて
下ってこないように固定する役割をする。ネジ突起321とネジ溝221は互いに反対方向の逆
スクリュウに形成させる。
【０１３８】
移動ロッド9と結合するキャップロッド77には外周面に縦方向にスライディング溝47を形
成し、上段外周面には一対の溝68を対称に形成し、内側の面にはネジ突起64と結合させる
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ネジ溝70を形成する。
【０１３９】
移動ロッド9はキャップロッド77の内側に挿入する。すると移動ロッド9のネジ突起64がキ
ャップロッド77のネジ溝70と結合し、キャップロッド77が上下に移動して移動ロッド9は
回転するようになる。
【０１４０】
中段ケース76の下部内側に縦方向に形成したスライディング顎46はキャップロッド77のス
ライディング溝47と結合する。このため、上下には移動可能となるが左右への回転は防ぐ
ことができる。
【０１４１】
縦方向のスライディング顎46を形成させたものが望ましいが、左右回転を防ぐことのでき
る構造、例えばケース又はケースの内部を四角形、多角形等にすれば全て可能であり、そ
れは当業者には容易なる形状変更と言うべきである。
【０１４２】
楔形状の固定チップ62はキャップロッド77と結合しており、移動ロッド9を引っ張ってキ
ャップロッド77を回転させることができる。
【０１４３】
移動ロッド9は芯部材案内バー80の下側に嵌合する。そのとき芯部材案内バー80の下段内
側に形成した円形の固定溝61に移動ロッド9の円形の突出顎60を嵌合する。芯部材案内バ
ー80は上部に芯部材として用いるブラシを支持することができるよう縦溝(未図示)を形成
した一対の支持バー84を備え、下段にはスロット82を形成している。
【０１４４】
本発明実施形態は、本発明の化粧用品ケースに適用される構成と同様に適用することがで
きる。さらに、本発明におけるような移動ロッド9に形成した押出し防止溝44と、キャッ
プロッド77に形成したスライディング溝47、及び中段ケース76に形成したスライディング
顎46等は化粧用品ケースのほかに文房用具、画筆類等に多様に適用することができる。
【０１４５】
図27は本発明にシリンダー方式を利用した多用途(化粧用具)ケースの構造を示す断面図で
ある。図28は図27の動作を示す断面図である。図29は図27の分解斜視図である。
【０１４６】
本願発明の引出及び収納自在な多用途ケースは図27～図28に図示したように、シリンダー
2とその両側にそれぞれ結合した芯部ロッド8とキャップロッド10を備える。シリンダー2
は円筒形状である。シリンダー2の中間には隔板3を設け、その隔板3によってシリンダー2
内部が左右に分けられる。左側には芯部ロッド8を結合した第1チェンバー4を形成し、右
側にはキャップロッド10を結合した第2チェンバー5を形成する。
【０１４７】
芯部ロッド8及びキャップロッド10の端部にはゴムパッキング、シリコンなどによりシー
ル24処理してシリンダー2に結合させ、移送時にシリンダー2内の空気が漏れないようにす
る。シリンダー2の内周面には第1チェンバー4の内部から第2チェンバー5の内部へ連結す
る第1空気通路6を長さ方向に形成し、その反対側には第2チェンバー5の内部から第1チェ
ンバー4の内部へ連結する第2空気通路7を形成している。
【０１４８】
第1空気通路6及び第2空気通路7はシリンダー2に結合した芯部ロッド8及びキャップロッド
10の移動時に、ロッドにより圧縮された空気が流れる通路であって第1チェンバー4及び第
2チェンバー5へ移送できる。
【０１４９】
具体的に説明する。図8のように芯部ロッド8とキャップロッド10がシリンダー2に結合し
た状態(芯部ロッドとキャップロッドが全て前進している状態)のものを、いずれか一方の
ロッド、望ましくはキャップロッド10を引張る。すると第2チェンバー5にあった空気は圧
縮され、同時に第2空気通路7を通して第1チェンバー4へ流入した空気の圧力によって芯部



(17) JP 4702816 B2 2011.6.15

10

20

30

40

50

ロッド8が押される。すなわち、芯部ロッド8が上段ケース13の先側に移動する。
【０１５０】
シリンダー2の外周面には長いスロット26を形成し、反対側に対称に同一幅のスロット26
を形成している。そのスロット26には、一対の開閉部材30、32を嵌合され固定している。
開閉部材30、32は一端をキャップロッド10と連結しておりキャップロッド10と共に滑りな
がら動く。シリンダー2の左右には芯部ロッド8及びキャップロッド10の移動時に空気が漏
れ出ないようシール24を取り付け、それぞれにパッキング蓋21,23を設ける。
【０１５１】
一対の開閉部材30,32は、一端には内側に折り曲げた突起34を形成し、他端にはカバー36
を形成している。カバー36は半円形状で開閉部材30,32が上昇したとき互いに閉じて異物
の侵入を防ぐようになっている。カバー36は半円形状とするのが望ましい。カバー36が閉
じて互いに接触する部分の断面形状は一文字形、鋸の歯形、ラウンド形など多様な形状と
することができる。
【０１５２】
芯部ロッド8の一端には中心内側方向に結合溝11を形成し、結合溝11には芯部材33を設け
た芯部18を結合する。芯部ロッド8の他端(ヘッド部分)はシリンダー2の第1チェンバー4に
挿入する。
【０１５３】
キャップロッド10の一端にも中心内側方向に結合溝11を形成している。結合溝11にはキャ
ップ16の突部17を結合する。キャップロッド10の他端(ヘッド部分)はシリンダー2の第2チ
ェンバー5に挿入する。
【０１５４】
芯部ロッド8と、キャップロッド10と、シリンダー2と、開閉部材30、32の連結構成は次の
とおりである。シリンダー2の第1チェンバー4と第2チェンバー6にそれぞれ芯部ロッド8と
キャップロッド10を結合する。シリンダー2の外周面に形成したスロット26には開閉部材3
0,32を嵌合され固定する。開閉部材30,32の端部に形成した突起34はキャップロッド10の
端部に形成した固定溝25にそれぞれ嵌合され固定する。
【０１５５】
キャップロッド10が動くと開閉部材30,32はシリンダー2に形成したスロット26とともに動
き、芯部ロッド8はキャップロッド10の反対方向に動く。すなわち、キャップロッド10を
引張ると開閉部材30,32が一緒に引張られて開き、同時に圧縮された空気が芯部ロッド8を
押すことで芯部18が出てくる。
【０１５６】
開閉部材30,32は芯部ロッド8と反対方向に動くので、芯部ロッド8に結合した芯部18が上
に出ると、逆に開閉部材30,32は反対側の下に移動して上段ケース13の開口が開くのであ
る。
【０１５７】
シリンダー2の外周面に円筒形の中段ケース12を嵌合され固定する。中段ケース12は弾力
性のある材量で作成してシリンダー2の外周面に密着設置させ、第1空気通路6と第2空気通
路7を通過する空気がシリンダー2の外側へ漏れるのを防ぐ。
【０１５８】
中段ケース12の上部外周面には上段ケース13を嵌合され固定結合する。中段ケース12の下
部外周面には下段ケース15を嵌め、外周面に沿って動かすことができるようになっている
。下段ケース15の下部端部にはキャップ16を結合させ、キャップ16の一方側に形成した突
部17をキャップロッド10の結合溝11に嵌合するので一体になって動くのである。
【０１５９】
芯部ロッド8の結合溝11には芯部18の一端を結合する。芯部18の他端には化粧用ブラシ、
例えばリップブラシ、アイブラシ、リップスティック等、を嵌合され使用する。ボールペ
ン芯、サインペン等の文具筆記類を用いることもできる。
【０１６０】
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本発明では開閉部材が閉じた状態で収納している。使用時には一方の片手で上段ケース13
を握り、他方の片手で下段ケース15を握って外側へ引張る。すると下段ケース15が下方向
に引張られてキャップロッド10の内側の端部が第2チェンバー5の開口側へ移動する。
【０１６１】
同時に、キャップロッド10の内側の端部(ヘッド部分)で圧縮された空気は第2空気通路7を
通して芯部ロッド8の内側の端部と第1チェンバー4の内側の空間の間へ移送される。すな
わち、第2チェンバー5にあった空気が圧縮されて第2空気通路7に沿って第1チェンバー4へ
入り芯部ロッド8を押し出すことになる。
【０１６２】
言い換えれば、第2チェンバー5内の空気が第1チェンバー4側へ移送され、その空気圧によ
り芯部ロッド8の端部が第1チェンバー4の開口側へ押されて芯部ロッド8に連結された芯部
18が上部方向へ移動する。すると開閉部材30のカバー36は開きながら内側へ引き込み、芯
部18に結合した芯部材33が引出される。
【０１６３】
芯部ロッド8の内側端部が開口側へ移動すると同時に第1チェンバー4内の空気は圧縮され
て第1空気通路6へ移送される。結局第2チェンバー5の内側へ移送されるのでキャップロッ
ド10の内側端部が開口側へ円滑に移動する。
【０１６４】
芯部18を引き出して使用した後芯部18を内側に戻すには、上段ケース13と下段ケース15を
握って軽く押せば良い。そうすると上述の空気移送が反対に行われて開閉部材を初期の収
納状態である閉じ状態に復帰できる。
【０１６５】
すなわち、下段ケース15と結合したキャップロッド10の端部が第1チェンバー5側へ移動し
て内部の空気を圧縮する。圧縮された空気は第1空気通路6を通して開口側の第1チェンバ
ー4へ移送され、移送された空気は芯部ロッド8の端部を第2チェンバー4の内側に押す。
【０１６６】
芯部ロッド8の内側端部が第1チェンバー4の内側へ押されて第1チェンバー4の空気を圧縮
し、圧縮された空気が第2空気通路7を通して開口側の第2チェンバー5へ移送されるのでキ
ャップロッド10が第2チェンバー5の内側へ動くようになる。
【０１６７】
上記動作時にキャップ16とキャップロッド10の間に固定した開閉部材30、32が上昇する。
それととともに、末端部のカバー36は上段ケース13の開口側を塞ぐようになる。本発明で
は芯部材33と芯部18の引出及び収納が自動的に行われ、異物の侵入を防ぐ蓋の役割を充分
に果たすことができる。
【０１６８】
図30は本発明に係るロッド動作による空気の流れを示す断面拡大図である。シリンダーチ
ェンバー内で芯部ロッド8及びキャップロッド10が結合した状態からキャップロッド10が
矢印方向へ移動する。すると空気が第2空気通路7に沿って移送され第1チェンバー4へ入っ
て芯部ロッド8を矢印方向へ押し出す。具体的なシリンダー2の空気圧の移動は図27～図28
に説明のとおり同一であるから省略する。
【０１６９】
図31は本発明の他の実施形態でありスクリュウ方式を利用した多用途(筆記具)ケースに開
閉部材を設けた構造の断面図である。図32は図31の分解斜視図である。図33は本発明の別
の実施形態であり、スクリュウ方式を利用した場合の多用途(筆記具)ケース構造の断面図
である。図34は図33の分解斜視図である。
【０１７０】
図31～図32に示した実施形態を参照して説明する。本発明の実施形態であって図9～図10
の構成と同一であり、上段ケース13と固定パッキング14の間に一対の開閉部材30,32を嵌
合する。開閉部材30、32の下末端に形成した突起34をキャップロッド10の嵌合溝42に固定
してキャップロッド10と一緒に動くようにしている。
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【０１７１】
図33～図34は本発明の実施形態であって芯部材33にボールペン芯を用いた場合のものであ
る。図11～図12と同一構成であり、異物がケースの内部へ侵入するのを防ぐため自動的開
閉できる開閉部材30、32をさらに設ける。開閉部材30、32は上述のキャップロッド10に端
部を固定してキャップロッド10と共に動くのである。
【０１７２】
図35は本発明の他の実施形態でありスクリュウ方式を対称に設けたときの多用途(化粧用
具)ケースの構造の断面図である。図36は本発明の他の実施形態であってシリンダーを対
称に設けたときの多用途(化粧用具)ケースの構造の断面図である。図37は図36の分解斜視
図である。
【０１７３】
図35に示したように、固定パッキング120と、開閉部材30、32と、上段ケース13、中段ケ
ース12及び下段ケース15と、円筒形のスライダー92と、芯部18の構造は図19に示したスク
リュウ方式と同様である。前述の実施形態と同一であるものの、移動ロッド9の下部とキ
ャップ16上部の構造に若干の差がある。図21に図示した本発明の実施形態と同一である。
ただし、構造はキャップ16を基準として対称に形成したものとなっている。
【０１７４】
さらにもう一度記述すると、キャップ16の上下運動を移動ロッド9の回転運動に変換させ
る構成であって、前述の移動ロッド9の下部に別途にネジ溝のある長めのネジ回転運動部1
12を形成させず単純に移動ロッド9を円筒管構造とする。その内周面と外周面とのネジ溝
を逆スクリュウに形成する。
【０１７５】
そして、移動ロッド9の外側には移動ロッドの中心から半径が大きいネジ溝221を形成する
。図21のB部に図示したように、外側の半径が大きいネジ溝222と組み合わせできるように
キャップ16のネジ突起55の半径を大きくする。そのためキャップ16を2段に形成してその
最上部にネジ突起55を設ける。
【０１７６】
そして、キャップ16を基準にして上記構造のものを対称に設けることで両側が活用できる
。言い換えれば、一方側を化粧部材に用い、他方側を筆記具に用いることができる。また
、両側全てを大きさ又は種類の異なる化粧部材を用いることができるし、両側に互いに異
なる筆記具を結合して用いることもできるのである。
【０１７７】
さらに、本発明は上記実施形態の外に、外部に段階的に引出及び収納のための蓋又はカバ
ー又は掛止装置などを追って構成することができる。本発明では図21の実施形態を用いて
対称に構成した例を示したが、他の実施形態を用いて対称に構成させても無論良い。
【０１７８】
続いて、図36～図37を参照して説明する。本発明の実施形態としてシリンダー方式でシリ
ンダー2を一個利用したシングルタイプ(Single type)では、芯部ロッド及びキャップロッ
ドをシリンダー2に嵌合され、動きは互いに反対方向であった。本発明のように、シリン
ダーを対称に両側に設けたデュアルタイプ(Dual　type)では、一端に雌ネジ部を形成した
キャップロッド10を両方向に配列する。キャップロッド10同士は中間の連結具27に連結し
ている。連結具27の外周面は下段ケース15と結合固定してキャップロッド10共に動く。
【０１７９】
連結具27には両端に雄ネジ部23を形成し、キャップロッド10の端部に形成した雌ネジ部に
嵌合され連結する。連結具27はキャップロッド10の末端部を連結固定するので、芯部ロッ
ド8及びキャップロッド10が互いに反対方向に動けば連結具27に固定した開閉部材30,32は
芯部ロッド8と反対方向へ動いて芯部18を引き出し、引込まれして開閉が行われる。
【０１８０】
シリンダー2の空気移送動作は図27～図30で説明したものと同様であるから省略する。開
閉部材30、32は一端にそれぞれ突起34を設け、他端には断面が半円形のカバー36を設ける
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。この本発明実施形態は本発明の化粧用品ケースに適用される構成と同一である。
【０１８１】
さらに、本発明の実施形態においては移動ロッド9に形成した押出し防止溝44と、キャッ
プロッド77に形成したスライディング溝47及び中段ケース12のスライディング顎46を同一
の位置又は類似位置に形成する。これにより回転防止、押出し防止ができることは明らか
である。
【０１８２】
本発明は望ましい態様の実施形態に限定されることはない。また、請求範囲内で、発明の
要旨を外れず、本発明が属する技術分野において通常の知識を有する者であれば、多様に
変形して実施することが可能なことは勿論であるが、そのように変形して実施することは
本発明の、核心要素として記載の、請求範囲内にあるものと言える。
【０１８３】
【発明の効果】
本発明の引出及び収納自在の多用途ケースは逆スクリュウ方式又はシリンダー方式により
作動する。したがい、比較的少ない部品数でも使用が可能であり、部品生産工数、組立て
工数及び人件費を節減することができ、単価を下げられる。
【０１８４】
既存の他のケースとは異なって手による蓋の開閉が不要で自動的に開閉できるので便利で
ある。また、化粧品が手にくっつかず、別途に蓋も不要で紛失も無く、異物が侵入するこ
ともなく、片手で操作を容易に行うことができる。さらに、分解、組立てが容易で、かつ
各部品の破損がないので再利用できる。
【０１８５】
そして、本発明の引出及び収納自在の多用途ケースは化粧用具のみならず文具類として問
題なく使用でき、多種多様の筆記類に用いることができる。
【０１８６】
本発明の実施形態による効果は第一に、蓋が不必要であるなど、部品数が少なく、容易に
組立て可能であり、化粧用品の収納時異物が侵入することがなく、使用時の部品の損傷、
破損がなく、キャップの上下運動により各種の芯部材を容易に出し入れできる。
【０１８７】
第二に、両手でなく片手だけでも引出収納操作を容易に行うことができる。分解組立てが
容易であり使用及び分解組立時の部品の破損がないので再利用ができる。
【０１８８】
第三に、芯部材の引出及び収納時に硬い物質との摩擦による傷等を防止できるだけでなく
引出収納が円滑に行える。
【０１８９】
第四に、下段ケースとキャップが一体に動き上下運動の引出時にはケースの全体の長さが
延び、収納時には縮むので収納が容易に行える。
【０１９０】
第五に、本発明のスクリュウ方式を利用した化粧用具又は筆記具は逆スクリュウ方式を利
用して引出すので故障が少ない。
【図面の簡単な説明】
【図１】図1は本発明の引出及び収納自在の多用途(化粧用具)ケースを示す斜視図である
。
【図２】図2は図1の動作斜視図である。
【図３】図3は図1の断面図である。
【図４】図4は図3の作動状態を示す断面図である。
【図５】図5は図1の分解斜視図である。
【図６】図6は本発明の他の実施形態であってシリンダー方式を適用した多用途(化粧用具
)ケースの構造を示す断面図である。
【図７】図7は図6の動作状態を示す断面図である。
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【図８】図8は図6の分解斜視図である。
【図９】図9は本発明の他の実施形態であって引出及び収納自在の多用途ケースを筆記具
として用いるときの構造を示す断面図である。
【図１０】図10は図9の分解斜視図である。
【図１１】図11は本発明の他の実施形態を示す断面図である
【図１２】図12は図11の分解斜視図である。
【図１３】図13は本発明の他の実施形態であってシリンダー方式を用いた多用途(筆記具)
ケースの構造を示す断面図である。
【図１４】図14は図13の分解斜視図である。
【図１５】図15は本発明の他の実施形態であってスクリュウ方式の多用途(化粧用具)ケー
スに開閉部材が設けられた状態を示す斜視図である。
【図１６】図16は図15の動作を示す斜視図である。
【図１７】図17は図15の断面図である。
【図１８】図18は図17のA部拡大図である。
【図１９】図19は図15に図示の本発明の動作を示す断面図である。
【図２０】図20は図15の分解斜視図である。
【図２１】図21は本発明の他の実施形態を示す断面図である。
【図２２】図22は本発明の開閉部材を示す拡大斜視図である。
【図２３】図23は本発明の開閉部材の一実施形態を示す斜視図である。
【図２４】図24は本発明の他の実施形態であってスクリュウ方式に適用される移動ロッド
と移動ロッド案内管との結合関係を示す分解斜視図である。
【図２５】図25は図24の構造を示す斜視図である。
【図２６】図26は図25の動作を示す動作斜視図である。
【図２７】図27は本発明にシリンダー方式を利用した多用途(化粧用具)ケースの構造を示
す断面図である。
【図２８】図28は図27の動作を示す断面図である。
【図２９】図29は図27の分解斜視図である。
【図３０】図30は本発明のそれぞれのロッド動作による空気の流れを示す断面拡大図であ
る。
【図３１】図31は本発明の他の実施形態であってスクリュウ方式を利用した多用途(筆記
具)ケースに開閉部材が設けられたときの構造を示す断面図である。
【図３２】図32は図31の分解斜視図である。
【図３３】図33は本発明のさらに他の実施形態であってスクリュウ方式を利用したときの
多用途(筆記具)ケースの構造により芯部材にボールペン芯を利用したときの構造を示す断
面図である。
【図３４】図34は図33の分解斜視図である。
【図３５】図35は本発明の他の実施形態であってスクリュウ方式を対称に設けたときの多
用途(化粧用具)ケースの構造を示す断面図である。
【図３６】図36は本発明の他の実施形態であってシリンダー方式を対称に設けたときの多
用途(化粧用具)ケースの構造を示す断面図である。
【図３７】図37は図36の分解斜視図である。
【符号の説明】
２　シリンダー
３　隔板
４　第1チェンバー
５　第2チェンバー
６　第1空気通路
７　第2空気通路
８　芯部ロッド
９　移動ロッド
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１０　キャップロッド
１１　結合溝
１２　中段ケース
１３　上段ケース
１４　固定パッキング
１５　下段ケース
１６　キャップ
１７　突部
１８　芯部
１９　雌ネジ部
２１　パッキング蓋
２３　パッキング蓋
２４　シール
２５　固定溝
２６　スロット
２７　連絡具
３０　開閉部材
３１　芯部ロッド
３２　開閉部材
３３　芯部材
３４　突起
３５　二重突起
３６　カバー
４１　雄ネジ部
４２　嵌合溝
４３　結合突起
４４　押出し防止溝
４５　クリップ
４６　スライデイング顎
４７　スライデイング溝
５２　楔
５３　分離顎
５５　ネジ突起
５６　通孔
５７　固定溝
５９　受け突起
６０　突出顎
６１　固定溝
６２　固定チップ
６４　ネジ突起
６８　溝
７０　ネジ溝
７７　キャップロッド
８０　芯部材案内バー
８２　スロット
８４　支持バー
９２　スライダー
１００　スプリング
１０１　固定顎
１１１　ネジ溝
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１１２　ネジ回転運動部
１１３　案内突起
１１４　案内溝
１１５　案内部材
１２０　固定パッキング
１２２　結合突起
１２４　皿部
１３１　結合溝
２１１　嵌合溝
２２１　ネジ溝
２２２　ネジ溝
３２１　ネジ突起
３２２　芯上下運動ネジ部

【図１】

【図２】

【図３】
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【図１６】
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【図１９】 【図２０】
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【図２３】 【図２４】
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【図２７】 【図２８】
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【図３１】 【図３２】
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【図３５】 【図３６】
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